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示す」４）ものと捉えている。以上のように、教育を
通じて子どもが社会問題に触れ、当の問題における
自己の位置付けを模索しながら、当の問題の解決に
主体的・能動的に参画する資質・能力を育むことは、
今日の教育における重要な主題であると言える。

次に機会に関して、国内の状況について言えば、
平成29年から平成30年にかけての学習指導要領改訂
に伴い、「総合的な学習／探究の時間」が課題解決
型の探究的な学びを中心に展開するものとして改め
て意味付けられたことがまず挙げられる。「総合的
な学習／探究の時間」においては、「探究的な見方・
考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うこと
を通して、よりよく課題を解決し、自己の生き方を
考えていくための資質・能力」５）を育成することが、
第一の目標として掲げられている。そうした目標を
踏まえて、「総合的な学習／探究」の時間における
探究の課題としては、「現代的な諸課題に対応する
横断的・総合的な課題（国際理解、情報、環境、福
祉・健康など）」「地域や学校の特色に応じた課題」

「生徒の興味・関心に基づく課題」「職業や自己の将
来に関する課題」６）などを定めることが推奨されて
いる。また、国際的な状況に目を転じてみれば、
ESD（Education for Sustainable Development、持
続可能な開発のための教育）の提唱と普及が挙げら
れる。ESDは「持続可能な社会の創り手を育む教
育」７）と定義され、気候変動や生物多様性の喪失、
資源の枯渇や貧困の拡大等、人類の開発活動に起因
する様々な現代的諸課題を、学習者が自らの問題と
して主体的に捉え、問題の解決に寄与する新たな価
値観や行動の変容をもたらすことを目指す学習・教
育活動である。ESDは、先に挙げた中央教育審議
会答申においても「次期学習指導要領改訂の全体に
おいて基盤となる理念である」８）と言われているほ
か、国内外で様々な実践が展開されている。

１．はじめに

本稿の目的は、カナダの教育学者ミーガン・ボ
ラー（Megan Boler）が1999年に提唱した「居心地
の悪さの教育学」（Pedagogy of Discomfort、以下
PoD）の理論を検討し、この教育学が「社会問題の
学習を通じたシティズンシップの育成」というシ
チュエーションにおいてどのような示唆を与えうる
かを明らかにすることである。加えて、その過程で
PoDの基本的なアイデアを素描することで、日本に
おける今後の発展的なPoD研究の礎となることを
目指すものである１）。

１−１．背景
近年の教育の中で、社会問題を学習し、その問題

を主体的・能動的に解決するための資質・能力を育
成する重要性、およびそのための機会が増加してい
る。まず重要性に関して言えば、例えば平成28年12
月の中央教育審議会答申において、「現代的な諸課
題に対応して求められる資質・能力」として、次の
ような力の重要性が指摘されている。すなわち、「複
雑で変化の激しい社会の中で、様々な情報や出来事
を受け止め、主体的に判断しながら、自分を社会の
中でどのように位置付け、社会をどう描くかを考
え、他者と一緒に生き、課題を解決していくための
力」２）である。また、同じく答申において、「子供
たち一人一人が、地域の将来などを自らの課題とし
て捉え、そうした課題の解決に向けて自分たちがで
きることを考え、多様な人々と協働し実践できるよ
う、我が国は、［…］先進的な役割を果たすことが
求められる」３）と述べられている。さらに、OECD 
Future of Education and Skills 2030プロジェクト
は、2030年に望まれる社会のビジョンのための生徒
エージェンシー（Student Agency）を、「生徒が社
会に参画し、人々や事象、状況によりよい影響を与
えようとする際の責任（responsibility）の感覚を

社会問題の学習を通じた省察的シティズンシップの育成
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１−２．問いの設定
ところで、社会問題の探究的な学習においては、

当の問題に対して学習者が「自分ごと」として向き
合うことが要求されることが多い。「子供たち一人
一人が、地域の課題などを自らの課題として
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捉え」
ること（中央教育審議会答申）、「人々や事象、状況
によりよい影響を与えようとする際の責任の感覚」

（OECD Future of Education and Skills 2030プ ロ
ジェクト）、探究的な学習の過程で「自己の生き方
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を考えていく」こと（総合的な学習／探究の時間）、
「現代社会の問題を自らの問題として主体的に

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

捉え」
ること（ESD）など、これまでに挙げたものの中
でもそれは重視されている（傍点筆者）。確かに、
学習者が社会問題を「自分ごと」として捉え、主体
的に探究的な学習を進めることは、学びのあり方と
いう点でも、社会問題解決の担い手を育むという点
でも、好ましいことのように思われる。

しかしながら、学習者が社会問題を「自分ごと」
として捉えることは、社会問題の学習において必ず
しも容易に成立するとは限らない。例えば、ESD
において現代的諸課題として挙げられる「気候変動
や生物多様性の喪失、資源の枯渇や貧困の拡大」と
いった問題は、問題の規模の大きさや、自身の生活
と事象との時間的・空間的隔たりのゆえに、どれほ
ど当の問題に関する知識を得たとしても、学習者に
とってそれは「自分ごと」にはなり得ないかもしれ
ない。そしてそれは、学習者が自身の興味・関心に
基づく社会問題を主題として探究的な学習を始動し
たとしても同じことである。なぜなら、ある社会問
題に興味・関心を抱いていることと、その問題が学
習者にとって「自分ごと」である——学習者が自身
をその問題の「当事者」として認識している——こ
ととの間には隔たりがあるからである。

以上のような状況を踏まえて本稿では、社会問題
の探究的な学習において、これまで「自分ごと」で
はなかった当の問題を学習者が「自分ごと」として
認識し、その問題の解決に寄与しようとするエー
ジェンシー９）はいかにして育まれうるのか、とい
う問いを設定する。その際、（後に述べるように）
学習の過程で学習者が自己省察（Self-Reflection）、
すなわち「自己」に対する認識の変容や、「自己」
が持つ価値観やものの見方の問い直しを伴うという
意味で、このようなエージェンシーを仮に「省察的
シティズンシップ」（Reflective Citizenship）と呼ぶ

こととする。「省察」あるいは「省察的」は、本稿
で検討するFEELING POWERの中で取り立てて特別
な意味を与えられて概念化されているわけではない
が、何度も登場する言葉である（註34の引用箇所な
ど）。したがって本稿の問いは、社会問題の学習の
過程で省察的シティズンシップはいかにして育まれ
うるのか、というものになる。

以上の問いに答えるべく本稿が着目するのは、カ
ナダの教育学者ミーガン・ボラー（Megan Boler）
が1999年に自身の著作（FEELING POWER: Emotions 
and Education）の中で提唱した、「居心地の悪さの
教育学」（Pedagogy of Discomfort、以下PoD）の
アイデアである。第２節ではまず、PoDにおける
社会問題を学習する際の諸モードを整理する。次に
第３節では、特権（Privilege）に関する諸議論を
参照しながら、社会問題の学習における自己のアイ
デンティティの変容について検討する。「おわりに」
では、それまでの議論を踏まえた上で、「社会問題
の学習の過程で省察的シティズンシップを育む」と
いうシチュエーションに対してPoDが持ちうる示
唆を提示する。

２．PoDにおける学習の諸モード

本節では、PoDにおける社会問題を学習する際の
諸モードを整理する。第１項では、議論の前段と
して、PoDにおける「感情」（Emotion）の位置付け
について確認する。続く第２節から第３節では、
社会問題に触れる際の学習のモードという観点か
ら、PoDにおいて目指される学習のモードを明らか
にする。

２－１．PoDにおける感情の位置
PoDのアイデアが初めて提示されたのは、1999年

のボラーの著作Feeling Powerにおいてである10）。こ
の著作は、副題の「感情と教育」（Emotions and 
Education）が示している通り、教育における感情
の重要性に焦点を当てている。著作の中で、ボラー
はまず「私たちの教室の中で感情を取り扱うという

『リスキーな』仕事は、社会正義と教育の探究にとっ
て生産的かつ不可欠な方向である」11）と宣言し、教
育における感情の２つの側面に焦点を当てている。

１つは、社会的統制（Social Control）の対象と
しての側面である。「社会的統制」という言葉でボ
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ラーが言わんとしているのは、教室や社会の中でど
のような感情を抱き、表出するべきか、あるいはど
のような感情を抑制し、隠蔽するべきかといった事
柄が、権力（Power）への服従の過程で恣意的に構
築されているということである。まず、アルチュ
セールやフーコー、バトラーらの議論や、フレイレ、
ジルーら批判的教育学（Critical Pedagogy）の議
論を下敷きにしながら、彼女は教育が決して中立的
な装置ではなく、支配的イデオロギーに奉仕する形
で作動していると主張する。

教育は単なる「教授」（instruction）や情報の伝
達では決してない。教育は私たちの価値や信念
を形づくり、私たちが誰に、そして何になるの
か を 形 づ く っ て い る。 教 育 は、 国 民 国 家

（nation-state）の利益に奉仕し、現状と社会秩
序を維持するよう機能する社会的制度である。
したがって、教育は国家の市民の社会的統制を
促進する第一のモードである12）

次いで彼女は、先の引用で述べられたような教育
における主体化＝服従化（Subjection）は、感情の
社会的統制にまで及んでいると主張する。すなわ
ち、「感情の社会的統制は、ヘゲモニーとの関係に
おいて、教育の中心的かつ未開の側面である」13）と
いうわけである。彼女は、「男子は泣くべきではな
い」「女子は怒るべきではない」といった、学校空
間でも度々耳にするクリシェを感情の社会的統制の
例として挙げている。なお、このような感情の社会
的統制は、ボラーの著作の表題Feeling Powerの持
つ第一の意味に対応している。すなわち、「私たち
は、とりわけ学習された感情の表出と沈黙を通し
て、服従と支配の適切な役割を理解し演じる、とい
う意味で、『権力を感じる』（feel power）のであ
る」14）。

もう１つは、抑圧への抵抗の場としての側面で
ある。ボラーにとって教育は、先に述べた通りまず
主体化＝服従化の場であるが、それと同時に「自己
と文化の両者を批判的に探究し、両者を変化させる
ための潜在的な場（site）でもある」15）。そして、教
育の中心的かつ未開の領域として感情の領域がある
ならば、「感情は、例えば支配的な文化の規範や、
権威の押し付けに対する抵抗のモードである」16）と
いうことになる。それは例えば、自他の存在が尊重

されていない時に感じる悲しみの感情であったり、
社会的不公正を学んだ時の怒りの感情であったりす
るだろう。PoDは、そうした（しばしばネガティブ
な）感情を「理性的でない」として切り捨てること
なく、むしろそうした感情にこそ批判的探究の契機
を見出す。ここにおいて、Feeling Powerの持つ第二
の意味が明らかになる。「“Feeling power”は第二の
意味で、不正義に対する集合的および個人的な社会
的抵抗の基礎としての感情の力（the power of 
feeling）を指し示す」17）。

ここまでのところで、PoDの基本的なアイデアを
素描する上での前提として、PoDが教育における感
情に焦点を当てているということ、そしてその捉え
方は「社会的統制の対象」かつ「抑圧への抵抗の場」
という両義的なものであることを確認してきた。で
は、PoDが対象とする感情とは具体的にどのような
種類のものなのだろうか。また、そうした感情に焦
点化した上で、PoDは学習者のどのような変容を目
指すものなのだろうか。次項では、こうした問いに
答えるべく、引き続きFeeling Powerを参照しなが
ら、PoDの基本的なアイデアを素描する。

２－２．受動的共感および見物の乗り越え
PoDが特に焦点を当てる感情は、その名称に含ま

れている通り、「居心地の悪さ」（Discomfort）をは
じめとするネガティブな諸感情である。これらの諸
感情は、「大切にしている信念や前提を検査する過
程の中でしばしば湧き上がってくる諸感情」18）であ
り、一言で言えば変化への抵抗として現れる諸感情
である。その例として、ボラーは「防衛的怒り、変
化への恐れ、個人的・文化的なアイデンティティを
失うことへの恐れ」19）などを挙げている。

しかしながら、ある社会問題を学習する時、これ
らの諸感情は必ずしも自ずと湧き上がるものである
とは言えない。例えば、その問題の中で抑圧されて
いる他者のことを知る時、その他者の立場に完全に
同一化する（ことができると考える）ならば、湧き
上がる感情は哀れみ（Pity）や共感（Empathy）
といったものであるだろう。また、その他者と自己
との間の繋がりを意識せず、「どこか別の世界の出
来事」としてその問題を捉えるならば、その問題は
単なる「物語」の１つとして消費され、学習者の
中には特に何の感情も湧き上がらないかもしれな
い。
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ここで挙げた２つの例は、いずれも自己の変容
を伴わないままに社会問題を学習するために、変化
への抵抗として現れるネガティブな諸感情と切り離
されたものである。ボラーは別の場所で、こうした
学習のモードを「コンフォート・ゾーン」（Comfort 
Zone）、すなわち学習者にとって居心地の良い領域
にとどまる学習のモードであるとして批判してい
る20）。それでは、こうした学習のモードはどのよう
な問題点を孕んでいるのだろうか。

前者、すなわちある問題の中で抑圧されている他
者への同一化（Identification）を通じてその問題を
学習するというモードは、ボラーによって「受動的
共感」（Passive Empathy）と名付けられ批判され
ている。この受動的共感は、⑴他者の苦しみが些細
なものではなく深刻なものであり、⑵その苦しみが
主に他者自身の有責な行為によって引き起こされて
いるわけではなく、⑶自らがその苦しみに苛まれる
可能性が他者と同程度にある、と信じられている時
に起こるとされている21）。したがって、受動的共感
において学習者は、「それ［苦しんでいる他者］は
私だったかもしれない」あるいは「あなた［苦しん
でいる他者］の苦しみと家族的類似性（family 
resemblance）を有する何かを私は経験したことが
ある」22）という信念を抱くことができ、「他人の靴
を履く」23）という形で他者（の苦しみ）を理解しよ
うとする。

しかしながら、こうした受動的共感における自己
の他者への同一化は、いくつかのリスクを孕んでい
る、とボラーは言う。１つは、受動的共感による
他者の理解が、実際のところ「あなた［他者］を理
解するというよりもむしろ私自身の物語であり、私
自身の［他者への］投影（projection）である」24）

という点である。自己や自己の物語を他者の位置へ
と投影することで、受動的共感は自己と他者の間の
縮減不可能なはずの差異を消滅させてしまう。しか
しながら、この差異——他者は自己ではない——に
基づいてこそ、自己と他者の間の共感は可能になる
のではなかったか。同一化の孕むアイロニーについ
て、ボラーは次のように述べる。

共感的同一化は、他者の差異を、それを同一性
（sameness）として消費するために要求する。
同一化のアイロニーは、それが内蔵する消費に
よって他者を殲滅させてしまうのだが、その他

者は同時にまさに我々の存在（existence）の
ために要求される他者であるというものであ
る。要約すれば、社会的想像力による読解のモ
デルは、共感を可能にする当の差異を消費し殲
滅してしまう恐れがあるような、自己―他者の
二項的な権力関係である25）

受動的共感において縮減されてしまう差異は、共
感する者としての自己と共感される者としての他者
との間の差異であるが、社会における自己の存在は
そうした他者との差異に基づいて構築されている。
そのような差異を縮減し、他者を自己と同一なもの
として消費することで、他者との差異に基づいて規
定されている自己の構築性が見過ごされてしまう。
ボラーによる受動的共感への批判は、差異の縮減そ
のものだけでなく、それによって生じる自己の構築
性の看過という点にも及んでいると言えるだろう。

また、受動的共感は自己を審判（Judge）の位置
に置くことになるというリスクも孕んでいる。とい
うのも、受動的共感の定義上、自己は「他者の経験
が『深刻であるか些細であるか』、そして『あなた

［他者］のせいかそうでないか』を評価する審判と
して位置付けられる」26）ことになるからである。そ
のような審判として自己を認識する限り、正義のた
めの行動はおろか、他者を眼差す自己自身に対する
省察すらもなし得ない、とボラーは主張する。「受
動的共感は、正義に向けた行動を生み出さず、強力
な西洋的眼差し／自己（eye/I）を判断する主体と
して位置付けるのだが、こうした主体は自身の眼差
しを省察へと投じるよう呼び掛けられることはな
い」27）。

次に後者、すなわちある問題やその問題の中で抑
圧されている他者を、「どこか別の世界の出来事」
や「自分には関係ない出来事」として捉えるという
モードは、ボラーによって「見物」（Spectating）
と名付けられ批判されている。見物は、見る者と見
られる者との間の分離を前提とし、「学習された、
あるいは選択された視覚的省略・消去（visual 
omission and erasure）の様態」28）の作用を批判的
に問い直すことなく「見る」ことである。見物の例
として彼女は、とある雑誌に掲載された、リンチさ
れた黒人の写真29）を見る場合を挙げる。この例に
おいて「学習された、あるいは選択された視覚的省
略・消去」と言われているものは、例えば「誰がこ
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の写真を取ったのか？」「自分が黒人だとしたらこ
の写真を見ることができるか？」30）といった思考の
可能性の省略・消去である。

見物においては、学習者は先に挙げた類の問いを
問うことなく、提示されたものと自己との間の関係
を考えないままに対象を見ることになる。「した
がって見物は、特権の存在を標意する。その特権と
はすなわち、遠く離れた位置に身を置き、『匿名の』
見物群衆の中に留まり、あらゆる可能な責任＝応答
可能性（responsibility）を放棄することを許すも
のである」31）。故に、見物というモードに留まる限
り、ある問題に対して距離を置いていられること自
体の特権を批判的に省察することには至らない。

以上のように、受動的共感と見物とは、PoDにお
いては共に乗り越えるべき学習のモードとして位置
付けられている。繰り返して言えば、両者はいずれ
も自己の変容を伴わないままに社会問題を学習する
というモードであるが、それは両者が共に自己と問
題との適切な関係付けに失敗しているからである。
受動的共感は、自己と他者との間の差異を縮減し、
他者の位置に自己を投影するという意味で、一人称
的な学習のモードだと言うことができる。他方、見
物は、見る者＝自己の立場を探究の視野に入れるこ
となく社会問題を学ぶという意味で、三人称的な学
習のモードだと言うことができる。

以上の整理から、PoDが目指す学習のモードは、
二人称的な
0 0 0 0 0

学習のモードであることが予期される。
ここで二人称というのは、次項で詳述するように、
学習者と問題との個別的な関係性が問題となり、学
習者が誰であるのか、また問題についての著述や語
りの真偽に対して学習者がどのように向き合うのか
が重要であるという意味においてである。このよう
な学習のモードは、ボラーによって「証言的読解」

（Testimonial Reading）あるいは「目撃」（Witnessing）
として語られる学習のモードである。では、彼女が
証言的読解あるいは目撃と語る学習のモードは、ど
のようなものなのだろうか。また、それらの学習の
モードは変化への抵抗として現れるネガティブな諸
感情とどのような関係にあるのだろうか。次項では
これらの点について検討する。

２－３．目撃／証言
前項で述べた通り、PoDにおいて目指される学習

のモードは、証言ないし目撃をモチーフとした二人

称的なモードとして規定される。ボラーにおいて
は、「証言的読解」と「目撃」は、それぞれ受動的
共感と見物に対するオルタナティブとして評価され
ている。なお、TestimonyとWitnessという２つの
語の意味の単なる近接性に留まらず32）、両者はボ
ラーにおいても明確な形で分節化されているとは言
い難い。したがって、ここでは両者を合わせて「目
撃／証言」として扱い、主にボラーによる証言的読
解の議論を以て、目撃／証言の説明として扱うこと
とする33）。

ボラーは、証言的読解と受動的共感との差異につ
いて、次のように述べる。

私は次のように提案する。すなわち、証言的読
解は受動的共感とは異なり、自己省察的参加

（self-reflective participation）を要求する。自
己省察的参加とは第一に、自身が読者として、
媒介するテクストによって提供される安全な距
離のおかげで、権力の相対的な［高い］位置に
置かれているということの自覚である。第二
に、私は読解がとある任務（task）を含む者で
ありうると認識する。この任務は少なくとも、
自分自身が持つ前提や世界の見方に挑戦するこ
とを含むような、能動的な読解実践である34）

つまり証言的読解は、読解する対象如何に関わら
ず、当の対象をこれまで自分ごととして考えずに済
んできた自己の立場に対する省察を常に伴う。そう
した省察はさらに、当の対象を読解する際に自己が
持っている前提やものの見方に対する批判へと導か
れる。これまで特権的な立場に置かれてきたが故
に、自己はむしろ当の対象や他者の声のある側面を
見落としてきたのではないかという認識、さらには
そうした立場にいることで身につけて「しまった」
前提やものの見方を問い直すという実践は、ポスト
コロニアリズムの思想家ガヤトリ・スピヴァクが

「学び捨て」（Unlearn）という言葉で語った認識論
的営みと通じているだろう。

また証言的読解は、一般的に証言という言葉が
持っている意味の通り、ある種の真実（Truth）の
構築
0 0

に関わっている。「証言は、定義から言って、
静止した『真実』や固められた『確実性』を主張し
ない」35）。証言が要求されるのは、出来事に関する
確実な物的証拠がない時や、客観的に明らかでない
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事柄が議論の争点にある時である。したがって、「証
言に固有の媒体（medium）は『動いている』（in 
process）のであり、自己透明性を持たない」36）。証
言者は、自らの語りが真実であると聴き手に訴えか
けるのだが、それが真実として受け取られ、構築さ
れるかどうかは、聴き手の側にも委ねられている。
故に「聴き手は真実の産出においてかなり大きな役
割を果たしており、それ故に［証言者と聴き手との
間では］権力の関係が前景化されているのであ
る」37）。したがって、テクスト（書籍や書かれたも
のに留まらず、直接的な語りや視覚的表象などを広
く含む）からの声を証言として捉え、聴き手として
その証言に直面する学習者は、自らを真実だと訴え
るその証言に対する態度決定を迫られる。つまり、
その証言を真実の表象＝再現前化（Representation）
として引き受けるのか、あるいは——荒唐無稽な戯
言としてであれ、無知や偏りから発された不十分な
語りとしてであれ——それをある種の仮象に過ぎな
いものとして扱うのか、といった態度決定を迫られ
るのである。

２－４．小括
本節の内容をまとめよう。PoDは社会問題を学習

する際の学習者の感情に焦点を当てる教育学であ
る。その感情とは、社会的統制の対象であり、かつ
抑圧への抵抗の拠点ともなるような、両義的なもの
である。したがって、PoDにおいては学習者が社会
的に統制されたものとしての自らのネガティブな感
情に向き合い、むしろそうした感情を出発点として
社会問題の探究的学習を進めていく必要があるが、
そのような機会を含まないような学習のモードも存
在する。受動的共感と見物がそれである。受動的共
感は抑圧された他者の位置に自己を重ねる一人称的
な学習のモードであり、見物は見る者＝自己の立場
性を考慮しない三人称的な学習のモードであった。
PoDは両者を乗り越え、目撃／証言へと学習者を誘
わなければならない。目撃／証言において、学習者
はある社会問題や抑圧された他者のテクストに直面
し、それを目撃する者としての自己の特権を省察す
ることで、自己のなかにこれまで構築されてきた前
提やものの見方への批判へと導かれる。さらに、そ
うしたテクストをある種の証言として捉えること
で、学習者はその証言の聴き手として、不確かな真
実の真実としての共同構築へと誘われる。

３．特権と居心地の悪さ

前節では、PoDにおいては学習者を目撃／証言と
いう二人称的な学習のモードへと導く必要があるこ
とを確認した。しかしながら、目撃／証言は、学習
者が自己の持つ前提やものの見方を問い直し、不確
かな真実を引き受けるというタフな営みである。本
節では、こうした営みの中で生じる学習者のネガ
ティブな諸感情に焦点を当てる。まず第１項では、
議論のための補助線として、「特権」に関する諸議
論に着目する。続く第２項では、目撃／証言にお
いて生じるネガティブな諸感情が、学習者が自己の
特権に向き合う際の困難であることを示す。最後に
第３節では、そのような諸感情を伴いつつも、社
会問題を「自分ごと」として引き受けるような自己
のあり方について考察する。

３－１．特権とは何か
これまでの議論の中でも、何度か「特権」という

言葉が登場している。この言葉は、英語のPrivilege
の訳であり、近年再注目されつつある概念である。
その理解は論者によって様々であり、例えば「運命
や幸運、偶然の産物ではなく、他の人々は持ってい
ないけれども、幾人かの人々は持っているような有
利さによる結果」38）として特権を捉える論者や、「見
えないナップザック」の喩えを用いて特権を表現
し、特権が持つ具体的な有利さを羅列する論者39）、
あるいは特権が生じる差異の軸を、人種や性、階級
など９つに整理している論者40）などがいる。した
がって、「特権とは何か」という問いに一義的に答
えるのは難しいが、それらの論者の特権に対する理
解には共通するいくつかの性質がある。そのような
ものとして、本稿では本筋の議論に関係する限りで
次の３つを取り上げる。１つ目は「特権は個人の
意図や態度とは無関係に存在するものである」とい
う理解、２つ目は「特権はそれを持つ者にとって
自覚しづらいものである」という理解、３つ目は「自
らが特権を持っていると認めることには、感情的な
抵抗が伴う」という理解である。

まず「特権は個人の意図や態度とは無関係に存在
するものである」という点について。例えば人種と
いう軸で考える時、人種差別主義者でなくとも白人
は白人特権を有しており、白人であるということか
ら制度的あるいは日常的な利益を享受している。ま
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た性別という軸で考える時、男性は性差別主義者で
なくとも男性特権を有しており、家父長制的なシス
テムや価値観のもとで優遇されている。ダイアン・
J・グッドマンは、「特権集団の人々は態度とは無関
係に特権を受けることができる。特権に気づかなく
ても、特権を望まなくても、利益を得ることができ
るのである」41）と述べている。

次に「特権はそれを持つ者にとって自覚しづらい
ものである」という点について。教育学者のウェズ
レム・センソイとロビン・ディアンジェロは、特権
を川の流れと泳ぐ魚に喩えて、次のように述べる。

もし［川の］水が、あなたに沿ってというより
もむしろあなたに逆らって動いている時、前に
進むために必要な努力は非常に大きなものにな
る。しかし、この努力はただ極めて小さな進歩
にしかならない。他方で、もし流れがあなたに
沿って流れているならば、泳ぐのにはほとんど
努力は必要ない。最小限の努力で、あなたはと
ても遠くまで素早く移動でき、なおかつ川の流
れにはほとんど気がつかない（私たちは、川の
流れに逆らって泳がなければいけない時に、
いっそうその流れを意識するのである）。特権
は、人生に渡ってあなたを前進させてくれるよ
うな力強い流れを持つようなものである42）

つまり、特権は川を泳ぐ魚にとっての流れのよう
に、それを持つ者にとっては自覚しづらいものであ
り、逆に特権を生み出すシステムや文化によって抑
圧されている者にとっては比較的認識しやすいもの
である。
　最後に「自らが特権を持っていると認めることに
は、感情的な抵抗が伴う」という点について。これ
まで述べてきたように、自らが特権を持っていると
認めることは、自らの態度や意図に関わらず、他者
を抑圧するシステムから自分は利益を得てしまって
いると認めることである。このような認識は、しば
しば罪悪や恥の感情を生み出す。あるいは、あたか
も自らが加害者として扱われていると感じて、学習
者は時として憤りの感情を覚える。

本項では、特権が持ついくつかの性質について確
認してきた。特権とは、個人の意図や態度と無関係
に存在し、それを持つものにとって自覚しづらいも
のであり、かつそれを認めることにはある種の感情

的な抵抗が伴うものである。次項では、特に感情的
な抵抗に着目し、目撃／証言のモードにおいても学
習者は同様の抵抗を感じることを確認する。

３－２．目撃／証言における感情的な抵抗
前節で述べたように、目撃／証言において学習者

は、学習する対象と自己との間の関係を探究し、そ
こにおける自己の特権を認識するよう誘われる。加
えて、学習者は自身の特権に紐づいた思考の前提や
ものの見方を問い直すよう呼びかけられる。しかし
ながら、このような学習のモードは一筋縄では成就
しない。自身がこれまで保持してきたものを問いに
付す際の感情的な抵抗について、ボラーは次のよう
に述べる。

しかしながら、大切にしてきた信念を問いに付
すことへの誘いは、全ての学習者が容易に受け
入れることのできるようなものではない。私の

［クラスの］白人の学習者のうちの何人かから
の反応の中には、彼（女）らが「怒り、困惑し、
責められている」ように感じたことが明示され
ていた43）

彼女は、このような「怒り、困惑し、責められて
いる」と感じる感情を、「防衛的怒り」（Defensive 
Anger）と名付けている。「防衛的怒りは、信念の
防護、あるいは自身のアイデンティティについての
不安定な（precarious）感覚の防護として解釈され
うる。学習者が（あるいは教育者が）大切にしてき
た前提に挑戦することは、まさに彼（女）らのアイ
デンティティに対する脅威として感じられるだろ
う」44）。それは例えば、特権について学ぶことで、
ボラーが「リベラル個人主義の神話」45）と呼ぶよう
な前提——社会は、つねにすでに競争における平等
な機会の配分を達成しており、メリトクラシーは社
会的地位や資源の再配分における公正な制度であ
る、とする前提——の正当性が問いに付されるよう
な経験である。

そしてこのような経験は、社会や他者に対する認
識の変容を伴うばかりか、自己のアイデンティティ
の変容をも余儀なくする。というのも、自己のアイ
デンティティは社会や他者との関係性の中で成立す
るものであり、自己のアイデンティティを固定した
まま、社会や他者に対する認識を変容させることは
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困難だからである。「アイデンティティの不安定さ
や脆さは、主体性が他者との複雑な関係性の中で存
在する仕方が無数にあることを裏付けている」46）。

したがって、防衛的怒りを感じる時、学習者は自
己のアイデンティティや社会・他者に対する認識の
変容の契機に直面しているのであり、防衛的怒りは
まさにそうした変容に対する防衛機能なのである。
しかしながら、防衛的怒りを乗り越える変容の手前
には、「有罪と無罪の二項対立的な罠」47）があると、
ボラーは指摘する。

二項対立的な道徳のモデルは、教育的可能性を
著しく制限する。多くの教育者が、次のような
苛立ちを表明している。すなわち、レイシズム
の歴史などの社会問題を教える時、自分たちは
白人の学習者の非生産的な罪悪に遭遇するの
だ、と。一方では、「有罪の」立場を受け入れ
る学習者がおり、そうした学習者しばしば議論
への参加を止めたり、責められているように感
じたり、防衛的怒りを感じたりしうる。そして、
さらなる複雑な自己省察と批判的探究に取り組
むことを止めてしまうだろう。［しかし］同時
に、罪悪を完全に取り払うことはできない。
……このような探究は、自分たちを責任や倫理
的複雑性から「免れ」（off the hook）させるこ
とを拒否しなければならない48）

有罪と無罪の二項対立的な罠に掛かると、学習者
はそこで探究の歩みを止めてしまう。「有罪」の立
場を受け入れるのみでは、学習者は防衛的怒りを乗
り越えることができず、社会問題に対するさらなる
探究から足を引いてしまうだろう。反対に、「無罪」
の立場を受け入れるのみでは、学習者は自己の特権
を批判的に探究することなく、受動的共感や見物と
いったモードに陥ることになるだろう。したがっ
て、PoD において教育者は、学習者が有罪と無罪
の二項対立的な罠を乗り越え、世界・他者に対する
新たな認識の獲得と、それに伴う自己のアイデン
ティティの変容に至るよう支援する必要がある。

３－３．曖昧な自己
防衛的怒りや、有罪と無罪の二項対立的な罠を乗

り 越 え た 先 に は、「 曖 昧 な 自 己 」（Ambiguous 
Selves）というアイデンティティがある、とボラー

は語る。ここで「曖昧さ」という言葉が指し示して
いるのは、「私たちの倫理的ジレンマを『内在的に
パラドキシカルなもの』とする認識、矛盾する信念
や欲望は共存するかもしれないという認識」49）に基
づき、特権を有している自己のアイデンティティ
を、有罪あるいは無罪のいずれかに単純化すること
なく、その間の場所にとどまるというあり方であ
る。 曖 昧 な 自 己 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ に 住 ま う

（Inhabit）ことで、防衛的怒りに圧倒されることも、
受動的共感や見物に陥ることもなく、「感情的次元
や感情的投資（investments）——怒りや恐れ——、
そしてそれらの元になっている歴史を探究すること
が可能である」50）。このようなアイデンティティに
住まうことは、居心地の悪いものであるけれども、
このような居心地の悪さを通じてのみ、学習者は自
己の特権と積極的に向き合うことができるのであ
る。

本稿の問いは、社会問題の学習の過程で省察的シ
ティズンシップはいかにして育まれうるのか、とい
うものであった。ここまでの議論を踏まえると、そ
の答えの１つは、「これまで当の問題を『自分ごと』
として考える必要がなかったという自分の特権と向
き合うことによって」である、ということになるだ
ろう。これまで「自分ごと」として考える必要がな
かった社会問題に触れる時、学習者には様々な学習
のモードの可能性が開かれている。一人称的なモー
ドである受動的共感においては、学習者は自己を抑
圧されている他者の位置に重ねるため、一見すると
当の問題は「自分ごと」になっているように思われ
る。しかしながら、それは自己と他者との間の差異
を縮減してしまうため、当の問題や他者に関する認
識は固定された自己の視点からしかなされない。し
たがって学習者は、実際には自己の変容を伴うこと
なく、当の問題をあたかも「自分ごと」であるかの
ように捉えるのである。他方、三人称的なモードで
ある見物においては、学習者は見る者＝自己と見ら
れる者＝他者との間の完全な分離を前提として当の
問題を捉えるため、それは「自分ごと」にはなり得
ない。したがって、当の問題が学習者にとっての

「自分ごと」になるためには、当の問題における自
己の位置を省察することで、彼（女）にとって当の
問題はどのようなものであるのかを探究する必要が
ある。それこそが、二人称的な学習のモードである
目撃／証言においてなされる試みであった。
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当の問題における自己の位置は、その問題をこれ
まで考えずに済んできた限りにおいて、特権を持つ
者の位置である。特権を持つ者は、他者を抑圧する
価値観・制度・システム等から、意識的であるか無
意識的であるかに関わらず、ある利益を享受してい
る。特権は、個人の意図や態度に関わらず存在し、
それを持つ者にとって自覚しづらく、またそれと向
き合うことには感情的な抵抗を伴うようなものであ
る。したがって、目撃／証言において学習者が自身
の特権と向き合う時、彼（女）は自身の防衛的怒り
と向き合い、自分が有罪であるか無罪であるかの判
断を留保する必要がある。このように、「あいだ」
としての曖昧さに住まうこと、曖昧さゆえの居心地
の悪さに住まうことによって、当の問題は学習者に
とってはじめて「自分ごと」になる。というのも、
当の問題は、そこにおいて特権を持つ者であるとい
う意味で「自分ごと」であり、抑圧された他者の声
を聴き、不確かな真実を共同構築する者として呼び
かけられているという意味で「自分ごと」であり、
何よりそれに触れることで、自己の感情やアイデン
ティティ、他者・社会に関する認識の批判的な探究
が始動するという意味で「自分ごと」だからである。

４．おわりに

本稿では、社会問題の学習の過程で省察的シティ
ズンシップはいかにして育まれうるのか、という問
いに対し、「居心地の悪さの教育学」（PoD）におけ
る目撃／証言という学習のモード、および曖昧な自
己というアイデンティティのあり方にその可能性を
見いだす形で回答を試みた。PoDが社会問題の学習
を通じたシティズンシップの育成に対してもたらし
うる示唆を改めて整理すると、次の３点である。
第一に、当の問題に触れる際の学習者の感情を考慮
に入れる必要があること。第二に、当の問題におけ
る学習者自身の位置（特権）を探究の対象に含める
べきであること。第三に、学習の過程で学習者自身
が自己のアイデンティティを動揺させる機会が重要
であること。

本稿を締め括るにあたり、今後の課題についても
３点述べておきたい。第一に、ボラー以後のPoD
の理論的発展・実践的展開の整理である。Feeling 
PowerにおけるPoDの議論はあくまでアイデア段階
に留まっており、特に先に述べたような省察的シ

ティズンシップの育成が具体的にどのような実践に
結実しているのかについては、ボラー以後のPoD
研究を追跡する必要がある。第二に、より幅広い領
域でのPoDの位置付けの整理である。今回は主に
特権に関する議論を引き合いに出したが、特権を持
つ学習者に焦点を当てる類似の理論や51）ESDの理
論等との関係についても、見取り図を描く必要があ
る。第三に、これまで述べた点にも関連するが、社
会問題の学習におけるPoDの適用可能性範囲の検
討である。PoDの実践の中には、人種的差異（特に
白人と黒人の差異）に着目し、「白人性」の脱構築
を試みるものが多くある。また、女性差別や異性愛
主義を問題として取り上げる実践も散見される。し
かし、PoDが地球環境問題や少子高齢化といった問
題に対しても有効な実践理論であるかどうかは明ら
かではないように思われる。加えて、主に大学生以
上を対象として実践が展開されることの多いPoD
が、高校生以下の年齢の学習者に対しても有効であ
るかどうかも、さらなる検討が必要である。今後、
ますます教育の中で社会問題を扱う機会が増えるこ
とが予想され、省察的シティズンシップの育成に関
する実践や研究の蓄積も求められるだろう。
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